
JP 2021-129083 A 2021.9.2

(57)【要約】
【課題】ツールへの樹脂の付着を抑制し、半導体チップ
を基板に確実に接続可能な半導体装置を提供する。
【解決手段】半導体装置は、第１面と第１面の反対側に
ある第２面とを有する第１半導体チップを備える。第１
接着層は第１半導体チップの第１面に設けられる。第２
半導体チップは第３面と該第３面の反対側にある第４面
とを有し、第３面に接続バンプを有する。第２半導体チ
ップは第４面において第１接着層を介して第１半導体チ
ップの第１面に接着されている。配線基板は第２半導体
チップの第４面側において接続バンプに接続されている
。第１樹脂層は第２半導体チップと配線基板との間にお
いて接続バンプを被覆し、第３面と第４面との間にある
第２半導体チップの側面に設けられている。第１接着層
は第２半導体チップの側面の上部を被覆する。第１樹脂
層は該側面の下部を被覆する。第１接着層と第１樹脂層
は、該側面上において互いに接触している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と該第１面の反対側にある第２面とを有する第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップの前記第１面に設けられた第１接着層と、
　第３面と該第３面の反対側にある第４面とを有し、前記第３面に接続バンプを有する第
２半導体チップであって、前記第４面において前記第１接着層を介して前記第１半導体チ
ップの前記第１面に接着された第２半導体チップと、
　前記第２半導体チップの前記第３面側において、前記接続バンプに接続された配線基板
と、
　前記第２半導体チップと前記配線基板との間において前記接続バンプを被覆し、前記第
３面と前記第４面との間にある前記第２半導体チップの側面に設けられた第１樹脂層とを
備え、
　前記第１接着層は、前記第２半導体チップの前記側面の上部を被覆し、
　前記第１樹脂層は、該側面の下部を被覆し、
　前記第１接着層と前記第１樹脂層は、該側面上において互いに接触している、半導体装
置。
【請求項２】
　前記第１樹脂層は、該第１樹脂層と前記第２半導体チップの前記側面との境界部におい
て窪みを有し、
　前記第１接着層は、該第１接着層と前記第２半導体チップの前記側面との境界部におい
て前記窪みに対応する突出部を有する、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１樹脂層は、前記第２半導体チップの前記第３面から前記側面の途中まで被覆し
ている、請求項１または請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１接着層は、前記第２半導体チップの前記第４面から前記側面の途中まで被覆し
ている、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１半導体チップの前記第２面の上方から見たときに、前記第１半導体チップの外
縁は、前記第２半導体チップの外縁よりも外側にあり、
　前記第１樹脂層は、前記第１半導体チップの前記第１面と前記配線基板との間に設けら
れている、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１半導体チップの前記第２面の上方から見たときに、前記第１半導体チップの外
縁は、前記第２半導体チップの外縁よりも外側にあり、
　前記第２半導体チップの周囲において、前記第１半導体チップと前記配線基板との間に
設けられた第３半導体チップをさらに備えている、請求項１から請求項５のいずれか一項
に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１半導体チップの前記第２面の上方から見たときに、前記第１半導体チップの外
縁は、前記第２半導体チップの外縁よりも外側にあり、
　前記第２半導体チップの周囲において、前記第１半導体チップと前記配線基板との間に
設けられた第３半導体チップと、
　前記第１半導体チップと前記配線基板との間において前記第３半導体チップの周囲を埋
め込む第２樹脂層とをさらに備えている、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の
半導体装置。
【請求項８】
　第１面と該第１面の反対側にある第２面とを有する第１半導体基板の該第１面に第１接
着層を形成し、
　前記第１半導体基板を複数の第１半導体チップに個片化し、
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　第３面と該第３面の反対側にある第４面とを有し、前記第３面に接続バンプを有する第
２半導体チップの該第４面を前記第１接着層に接着し、
　前記第１半導体チップの前記第１面を配線基板に対向させて前記第２半導体チップの前
記接続バンプを配線基板に接続し、
　前記第２半導体チップと前記配線基板との間において前記接続バンプを被覆し、前記第
２半導体チップの側面の下部に第１樹脂層を形成することを具備する、半導体装置の製造
方法。
【請求項９】
　第１樹脂テープ上に前記第１半導体基板の前記第２面を貼り付け、前記第１半導体基板
の前記第１面を研磨し、前記第１面に前記第１接着層を形成し、
　第２樹脂テープ上に前記第１半導体基板の前記第１面を、前記第１接着層を介して貼り
付け、前記第１半導体基板を前記第１半導体チップに個片化し、
　第３樹脂テープ上に前記第１半導体チップの前記第２面を貼り付け、前記第２半導体チ
ップの前記第４面を前記第１半導体チップの前記第１面の前記第１接着層に接着し、
　前記配線基板上に前記第１樹脂層の材料を塗布し、
　前記第１半導体チップの前記第１面を前記配線基板に対向させて前記第２半導体チップ
の前記接続バンプを前記第１樹脂層内で前記配線基板に接続する、請求項８に記載の方法
。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体チップをインタポーザ基板にフリップチップ接続する際に、半導体チップのバン
プを被覆するアンダフィルが半導体チップの側面を伝って這い上がってくる。このような
アンダフィルの這い上がりによって、アンダフィルが半導体チップを押圧するマウントツ
ールに付着する問題がある。このような問題に対処するために、マウントツールをフィル
ムで保護することが考えられる。しかし、この場合、半導体チップごとにフィルムに吸着
穴をあける必要があり、スループットが低くなる。また、マウント処理ごとに、フィルム
を交換するため、フィルムのコストがかかる。
【０００３】
　マスリフローで接続する場合、半導体チップの反りによって、バンプの接続不良が発生
するおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第２０１９／３１９０１１号公報
【特許文献２】米国特許第２０１８／００７６１８７号公報
【特許文献３】特開２０１６－２２５４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　マウントツールへの樹脂の付着を抑制し、かつ、半導体チップを基板に確実に接続する
ことができる半導体装置とその製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本実施形態によつ半導体装置は、第１面と該第１面の反対側にある第２面とを有する第１
半導体チップを備える。第１接着層は、第１半導体チップの第１面に設けられている。第
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２半導体チップは、第３面と該第３面の反対側にある第４面とを有し、第３面に接続バン
プを有する。第２半導体チップは、第４面において第１接着層を介して第１半導体チップ
の第１面に接着されている。配線基板は、第２半導体チップの第４面側において、接続バ
ンプに接続されている。第１樹脂層は、第２半導体チップと配線基板との間において接続
バンプを被覆し、第３面と第４面との間にある第２半導体チップの側面に設けられている
。第１接着層は、第２半導体チップの側面の上部を被覆する。第１樹脂層は、側面の下部
を被覆する。第１接着層と第１樹脂層は、該側面上において互いに接触している。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図２】図１の枠Ｂ１の内部のより詳細な構成を示す断面図。
【図３】半導体チップおよび樹脂層の位置関係を示す該略平面図。
【図４】第１実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図。
【図５】図４に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図６】図５に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図７】図６に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図８】図７に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図９】図８に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図１０】図９に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図１１】図１０に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図１２】第２実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図。
【図１３】図１２に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図１４】第３実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図１５】第３実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図。
【図１６】図１５に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図１７】第４実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図１８】第５実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図１９】第５実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図。
【図２０】図１９に続く、製造方法の一例を示す断面図。
【図２１】第５実施形態の変形例による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図。
【図２２】第６実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図２３】第７実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図２４】第８実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図２５】第９実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図２６】第１０実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【図２７】第１１実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明に係る実施形態を説明する。本実施形態は、本発明を限定
するものではない。以下の実施形態において、基板の上下方向は、半導体チップを搭載す
る面を上とした場合の相対方向を示し、重力加速度に従った上下方向と異なる場合がある
。図面は模式的または概念的なものであり、各部分の比率などは、必ずしも現実のものと
同一とは限らない。明細書と図面において、既出の図面に関して前述したものと同様の要
素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００９】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。半導体装置１は
、半導体チップ１０、１５、２０と、配線基板３０と、接着層４０、４５と、樹脂層５０
と、ボンディングワイヤ６０と、封止樹脂７０とを備えている。
【００１０】
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　半導体装置１は、例えば、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのパッケージである。半導体チ
ップ１０は、例えば、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのメモリチップである。半導体チップ
１０は、裏面１０Ａと、裏面１０Ａの反対側にある表面１０Ｂと、裏面１０Ａと表面１０
Ｂとの間にある側面１０Ｃとを有する。半導体チップ１０の表面１０Ｂには、半導体素子
１１が設けられ、ポリイミド等の保護膜で被覆されている。半導体素子１１は、例えば、
メモリセルアレイまたは周辺回路（ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconducto
r） 回路）でよい。メモリセルアレイは、複数のメモリセルを三次元に配置した立体型メ
モリセルアレイでもよい。また、表面１０Ｂには、半導体素子１１のいずれかに電気的に
接続されたパッド１２が設けられている。
【００１１】
　接着層４０は、半導体チップ１０の裏面１０Ａに設けられている。接着層４０は、例え
ば、ＤＡＦ（Die Attachment Film））であり、半導体チップ１０と半導体チップ２０と
の間を接着する。
【００１２】
　半導体チップ２０は、例えば、メモリチップを制御するコントローラチップである。半
導体チップ２０は、配線基板に向かう面である裏面２０Ａと、裏面２０Ａの反対側にある
表面２０Ｂと、裏面２０Ａと表面２０Ｂとの間にある側面２０Ｃとを有する。半導体チッ
プ２０の裏面２０Ａには、半導体素子２１が設けられ、ポリイミド等の保護膜で被覆され
ている。半導体素子２１は、例えば、コントローラを構成するＣＭＯＳ回路でよい。裏面
２０Ａには、半導体素子２１と電気的に接続されるバンプ２５が設けられている。バンプ
２５には、例えば、はんだ等の低抵抗金属材料が用いられている。
【００１３】
　半導体チップ２０は、表面２０Ｂにおいて、接着層４０を介して半導体チップ１０の裏
面１０Ａに接着されている。
【００１４】
　配線基板３０は、図示しないが、例えば、複数の配線層と複数の絶縁層とを含むプリン
ト基板やインタポーザでよい。配線層には、例えば、銅等の低抵抗金属が用いられる。絶
縁層には、例えば、ガラスエポキシ樹脂等の絶縁性材料が用いられる。配線基板３０の表
面には、配線層のいずれかに電気的に接続されるパッド３２が設けられている。半導体チ
ップ２０の金属バンプ２５は、配線基板３０の表面上のパッド（図示せず）を介して配線
層に接続されている。これにより、配線基板３０の配線層を介して、半導体チップ１０、
２０を制御することができる。
【００１５】
　樹脂層５０は、例えば、アンダフィルまたはＮＣＰ（Non-Conductive Past）等の樹脂
である。樹脂層５０は、半導体チップ２０と配線基板３０との間においてバンプ２５を被
覆しており、バンプ２５と配線基板３０との間の接続を保護している。また、半導体チッ
プ２０のバンプ２５を配線基板３０に接続する際に、樹脂層５０は、液体で供給される。
従って、樹脂層５０は、半導体チップ２０と配線基板３０との間を充填するとともに、半
導体チップ２０の側面２０Ｃを伝って這い上がり、該側面２０Ｃの少なくとも下部を被覆
する。尚、樹脂層５０の構成については、図２を参照して後で説明する。
【００１６】
　半導体チップ１０の表面１０Ｂ上には、他の半導体チップ１５が積層されていてもよい
。半導体チップ１５は、接着層４５を介して半導体チップ１０の表面１０Ｂ上に接着され
ている。半導体チップ１５は、半導体チップ１０と同様の構成を有するメモリチップであ
ってもよく、他の構成の半導体チップであってもよい。また、図では、コントローラチッ
プとしての半導体チップ２０の他、２つの半導体チップ２０、１５が積層されている。し
かし、半導体チップの積層数は、３以上であってもよい。また、コントローラチップも配
線基板３０の表面に対して平行に複数個配置されていてもよい。
【００１７】
　ボンディングワイヤ６０は、半導体チップ１０、１５、２０のパッド１２、１６、３２
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を接続している。
【００１８】
　さらに、封止樹脂７０が、半導体チップ１０、１５、２０、樹脂層５０、ボンディング
ワイヤ６０等を埋め込み封止している。これにより、半導体装置１は、複数の半導体チッ
プ１０、１５、２０を１つの半導体パッケージとして構成されている。
【００１９】
　図２は、図１の枠Ｂ１の内部のより詳細な構成を示す断面図である。本実施形態におい
て、接着層４０は、半導体チップ１０の裏面１０Ａと半導体チップ２０の表面２０Ｂとの
間に設けられており、半導体チップ２０の側面２０Ｃの上部を被覆している。即ち、接着
層４０は、半導体チップ２０の表面２０Ｂから側面２０Ｃの上部を途中まで被覆している
。
【００２０】
　一方、樹脂層５０は、上述の通り、半導体チップ２０の裏面２０Ａから側面２０Ｃを伝
って這い上がっており、側面２０Ｃの下部を被覆している。即ち、樹脂層５０は、半導体
チップ２０の裏面２０Ａから側面２０Ｃの下部を途中まで被覆している。
【００２１】
　接着層４０と樹脂層５０とは、側面２０Ｃ上において互いに接触しており、それらの間
に封止樹脂７０は入り込んでいない。よって、側面２０Ｃは、接着層４０および樹脂層５
０によって被覆されており、封止樹脂７０と接触していない。封止樹脂７０は、接着層４
０および樹脂層５０によって半導体チップ２０の側面２０Ｃから離間している。
【００２２】
　また、樹脂層５０は、樹脂層５０と半導体チップ２０の側面２０Ｃとの境界部において
窪みＲＣを有する。接着層４０は、接着層４０と側面２０Ｃとの境界部において窪みＲＣ
に対応する突出部ＰＲを有する。このように、窪みＲＣおよび突出部ＰＲが形成されるの
は、半導体チップ１０を半導体チップ２０に接着層４０で接着した後に、樹脂層５０が半
導体チップ２０の側面２０Ｃを伝って這い上がっているからである。つまり、半導体チッ
プ１０を半導体チップ２０に接着層４０で接着し、半導体チップ２０のバンプ２５を配線
基板３０に接続し、その後、樹脂層５０を半導体チップ２０と配線基板３０との間に供給
している。あるいは、半導体チップ１０を半導体チップ２０に接着層４０で接着し、樹脂
層５０を配線基板３０上に塗布し、その後、樹脂層５０内に半導体チップ２０のバンプ２
５を入れて配線基板３０に接続している。このような半導体装置１の製造工程順によって
、窪みＲＣおよび突出部ＰＲが形成される。
【００２３】
　また、半導体チップ２０は、樹脂層５０に接触するよりも先に、接着層４０に接着され
る。従って、接着層４０が半導体チップ２０の表面２０Ｂの全体を被覆する。一方、樹脂
層５０は半導体チップ２０の表面２０Ｂに接触していない。即ち、半導体チップ２０の表
面２０Ｂと接着層４０との間に樹脂層５０は入り込まず、介在していない。
【００２４】
　図３は、半導体チップ１０、２０および樹脂層５０の位置関係を示す該略平面図である
。半導体チップ１０は、半導体チップ２０よりも大きく、半導体チップ１０の表面１０Ｂ
の上方から見たとき、半導体チップ１０の外縁は、半導体チップ２０の外縁よりも外側あ
る。樹脂層５０は、半導体チップ２０の裏面２０Ａおよび側面２０Ｃに設けられ、半導体
チップ２０の周囲を囲むように設けられている。樹脂層５０は、図１に示すように、半導
体チップ１０の裏面１０Ａと配線基板３０との間にも設けられている。樹脂層５０は、半
導体チップ２０の裏面２０Ａ側から這い上がっているので、その側面が順テーパー状にな
っている。接着層４０近傍においては、樹脂層５０は、接着層４０の底面に沿って順テー
パー状に逆方向の傾斜を有する。
【００２５】
　次に、本実施形態による半導体装置１の製造方法について説明する。
【００２６】
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　図４～図１１は、第１実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図である
。
【００２７】
　まず、半導体チップ１０の表面１０Ｂにグラインド樹脂テープＴＰ１を貼り付ける。次
に、図４に示すように、グラインド樹脂テープＴＰ１で半導体チップ１０の表面１０Ｂの
半導体素子１１を保護しながら、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法を用いて
半導体チップ１０の裏面１０Ａを研磨し薄化する。このとき、半導体チップ１０は、まだ
個片化されておらず、半導体ウェハ（半導体基板）１０Ｗの状態である。ＣＭＰのグライ
ンダＧＤで、半導体ウェハ１０Ｗの裏面１０Ａを研磨する。このとき半導体ウェハ１０Ｗ
は他に機械的に研削、研磨し薄化してもよいし、ウェットエッチングで薄化してもよい。
【００２８】
　次に、半導体ウェハ１０Ｗの裏面１０Ａに接着層４０を接着する。次に、図５に示すよ
うに、ダイシング樹脂テープＴＰ２上に半導体ウェハ１０Ｗの裏面１０Ａを、接着層４０
を介して貼り付ける。
【００２９】
　次に、図６に示すように、ダイシング樹脂テープＴＰ２上で、半導体ウェハ１０Ｗをダ
イシングして半導体ウェハ１０Ｗを半導体チップ１０に個片化する。このとき、半導体ウ
ェハ１０Ｗの表面１０Ｂが上方に向いているので、ダイシングのアライメントが容易にな
る。ダイシングは、レーザダイシングまたはブレードダイシングで実行すればよい。ダイ
シング樹脂テープＴＰ２を拡張させることによって、半導体ウェハ１０Ｗを半導体チップ
１０に個片化してもよい。
【００３０】
　次に、図７に示すように、ダイシング後の半導体チップ１０の表面１０Ｂに他の樹脂テ
ープＴＰ３を貼り付けて、半導体チップ１０を樹脂テープＴＰ３へ移動させる。これによ
り、接着層４０からダイシング樹脂テープＴＰ２が除去され、接着層４０が露出される。
【００３１】
　次に、図８に示すように、半導体チップ２０の表面２０Ｂを半導体チップ１０の裏面１
０Ａの接着層４０に接着する。半導体チップ２０の裏面２０Ａには、バンプ２５が設けら
れている。半導体チップ２０は、半導体チップ１０のそれぞれに対応するように接着され
る。
【００３２】
　次に、図９に示すように、配線基板３０の表面のバンプ２５の接続位置に液状の樹脂層
５０の材料を塗布する。樹脂層５０には、例えば、アンダフィル材またはＮＣＰを用いる
。樹脂層５０の材料は、還元剤を含むＮＣＰであってもよい。あるいは、還元剤（フラッ
クス）をバンプ２５に供給した後、バンプ２５を樹脂層５０に接触させながら配線基板３
０にフリップチップ接続してもよい。還元剤によってバンプ２５の表面の金属酸化膜を除
去しながら、半導体チップ２０を配線基板３０にフリップチップ接続することができる。
これにより、バンプ２５と配線基板３０のパッドとの接触不良を抑制する。
【００３３】
　次に、図８の半導体チップ１０、２０をマウントツールＭＴでピックアップする。図１
０に示すように、マウントツールＭＴは、半導体チップ１０の裏面１０Ａおよび半導体チ
ップ２０の裏面２０Ａを配線基板３０の表面に対向させて、半導体チップ２０のバンプ２
５を樹脂層５０に接触させる。さらに、マウントツールＭＴは、バンプ２５を樹脂層５０
内で配線基板３０に接続する。熱処理により、バンプ２５を配線基板３０のパッドに接続
する。このとき、樹脂層５０は、半導体チップ２０の側面２０Ｃを伝って這い上がる。し
かし、半導体チップ２０の表面２０Ｂは接着層４０で被覆されているため、樹脂層５０が
表面２０Ｂに付着することはない。樹脂層５０は、半導体チップ２０と配線基板３０との
間においてバンプ２５を被覆し、半導体チップ２０の側面２０Ｃの下部に形成される。
【００３４】
　尚、半導体チップ２０の厚みは、例えば、２０μｍ～７０μｍであることが好ましい。
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半導体チップ２０の厚みが２０μｍ未満の場合、半導体チップ２０に形成されたトランジ
スタの空乏層の影響で、半導体チップの動作が困難となる。一方、半導体チップ２０の厚
みが７０μｍを超える場合、樹脂層５０は、接着層４０まで達しない場合がある。この場
合、半導体チップ２０の側面２０Ｃが樹脂層５０で被覆されず、保護されないおそれがあ
る。この場合、封止樹脂７０が半導体チップ２０の側面２０Ｃに接触するおそれがある。
【００３５】
　さらに、マウントツールＭＴは、他の半導体チップ１５を半導体チップ１０上に積層す
る。半導体チップ１５は、接着層４５によって半導体チップ１０の表面１０Ｂ上に接着さ
れる。
【００３６】
　次に、ボンディングワイヤ６０を用いて、半導体チップ１０、１５、２０および配線基
板３０のパッドを接続する。その後、モールド成形工程において、封止樹脂７０で配線基
板３０上の半導体チップ１０、２０、１５を樹脂封止する。これにより、図１に示す半導
体装置１のパッケージが完成する。
【００３７】
　このように、本実施形態によれば、半導体チップ２０は、半導体チップ１０上に接着さ
れた後、配線基板３０上に半導体チップ１０とともにフリップチップ接続される。
【００３８】
　もし、半導体チップ２０のみを配線基板３０にフリップチップ接続する場合、マウント
ツールＭＴは、半導体チップ２０を吸着して、配線基板３０上の樹脂層５０に接触させな
がらバンプ２５を配線基板３０に接続する。この場合、樹脂層５０が半導体チップ２０の
側面２０Ｃを伝って這い上がってくる。アンダフィルがマウントツールＭＴに付着しない
ように、マウントツールの表面をフィルム（図示せず）で保護することが考えられる。し
かし、この場合、上述のとおり、半導体チップ２０ごとにフィルムに吸着穴をあける必要
があり、スループットが低くなる。また、マウント処理ごとに、フィルムを交換するため
、フィルムのコストがかかる。さらに、樹脂層５０が半導体チップ２０の表面２０Ｂ上に
も回り込み、半導体チップ２０と接着層４０との間に樹脂層５０が入り込んでしまう。こ
の場合、信頼性試験の吸湿リフローにおいて、半導体チップ２０と接着層４０とが剥離す
るおそれがある。
【００３９】
　これに対し、本実施形態による製造方法では、半導体チップ２０は、半導体チップ１０
上に接着された後、配線基板３０上に半導体チップ１０とともにフリップチップ接続され
る。このように、半導体チップ１０、２０の積層工程と、半導体チップ２０のフリップチ
ップ接続工程との順序を逆にする。これにより、樹脂層５０は、半導体チップ２０の側面
２０Ｃを伝って這い上がっても、半導体チップ１０に妨げられてマウントツールＭＴまで
は到達しない。従って、本実施形態は、マウントツールＭＴを被覆するフィルムを必要と
せず、スループットを短縮し、かつ、製造コストを低減させることができる。
【００４０】
　また、半導体チップ１０、２０の積層工程を半導体チップ２０のフリップチップ接続工
程よりも先に実行するので、樹脂層５０は半導体チップ２０の表面２０Ｂ上に回り込まな
い。即ち、樹脂層５０が半導体チップ２０の側面２０Ｃを這い上がっても、半導体チップ
２０の表面２０Ｂには、接着層４０がすでに接着されているので、樹脂層５０は、半導体
チップ２０の表面２０Ｂに接触しない。一方、接着層４０は、図２に示すように、半導体
チップ２０の裏面２０Ａおよびその側面２０Ｃの上部にも接触している。よって、半導体
チップ２０と接着層４０との密着性が向上し、信頼性試験の吸湿リフローにおいて、半導
体チップ２０と接着層４０とが剥離することを抑制することができる。
【００４１】
　半導体チップ１０の表面１０Ｂの上方から見たとき、半導体チップ１０は、半導体チッ
プ２０よりも大きく、半導体チップ１０の外縁は、半導体チップ２０の外縁の外側にある
ことが好ましい。これにより、樹脂層５０が、マウントツールＭＴへ達することをより効
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果的に抑制することができる。
【００４２】
　ただし、半導体チップ１０は、必ずしも半導体チップ２０よりも大きくなくても構わな
い。半導体チップ１０の大きさが半導体チップ２０の大きさと等しいかそれより小さくて
も、半導体チップ１０は、マウントツールＭＴと半導体チップ２０との距離を、その厚み
の分だけ離すことができる。従って、半導体チップ１０、２０の積層工程と、半導体チッ
プ２０のフリップチップ接続工程との順序を逆にするだけでも、本実施形態の効果は得る
ことができる。
【００４３】
　樹脂層５０は、半導体チップ２０の裏面２０Ａと配線基板３０との間においてバンプ２
５の周囲を満たすように設けられる。さらに、樹脂層５０は、図２に示すように、半導体
チップ２０の側面２０Ｃを伝って接着層４０の底面の一部に接触する。これにより、半導
体チップ２０の側面２０Ｃを良好に保護することができる。
【００４４】
　半導体チップ２０は、半導体チップ１０に接着された状態で配線基板３０へフリップチ
ップ接続される。従って、半導体チップ２０の厚みが７０μｍ以下で薄くても、半導体チ
ップ２０の反りは半導体チップ１０によって矯正される。その結果、フリップチップ接続
において、バンプ２５は配線基板３０に確実に接続され得る。
【００４５】
（第２実施形態）
　第１実施形態では、図５および図６に示すように、ダイシングのアライメントのために
、樹脂テープＴＰ１から樹脂テープＴＰ２へ半導体ウェハ１０Ｗを移動させて、半導体ウ
ェハ１０Ｗの表面１０Ｂを上に向けている。
【００４６】
　しかし、例えば、赤外線等を用いてアライメントする場合、半導体ウェハ１０Ｗの裏面
１０Ａからアライメントが可能である。この場合、樹脂テープＴＰ１から樹脂テープＴＰ
２へ半導体ウェハ１０Ｗを移動させる必要がない。従って、第２実施形態では、樹脂テー
プＴＰ１を共通に用いて、半導体ウェハ１０Ｗの研磨、ダイシングおよび半導体チップ２
０の貼り付けを行っている。
【００４７】
　図１２および図１３は、第２実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図
である。図４に示すように、樹脂テープＴＰ１上に半導体ウェハ１０Ｗの表面１０Ｂを貼
り付け、そのまま樹脂テープＴＰ１上において、半導体ウェハ１０Ｗの裏面１０Ａを研磨
し、裏面１０Ａに接着層４０を形成する。
【００４８】
　図１２および図１３に示すように、半導体ウェハ１０Ｗを樹脂テープＴＰ１に貼り付け
たまま、半導体ウェハ１０Ｗをダイシングして半導体ウェハ１０Ｗを半導体チップ１０に
個片化する。次に、図８に示すように、半導体チップ２０の表面２０Ｂを半導体チップ１
０の裏面１０Ａの接着層４０に接着する。その後、図９～図１１に示す工程を経て、図１
に示す半導体装置１のパッケージが完成する。
【００４９】
第２実施形態によれば、樹脂テープを頻繁に変更する必要がないので、スループットをさ
らに短縮し、かつ、製造コストをさらに削減することができる。
【００５０】
　第２実施形態の構成は、第１実施形態の構成と同様でよい。従って、第２実施形態は、
第１実施形態の効果も得ることができる。
【００５１】
（第３実施形態）
　図１４は、第３実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第３実施形態
によれば、接着層４０が半導体チップ２０の表面２０Ｂのサイズで設けられている。接着



(10) JP 2021-129083 A 2021.9.2

10

20

30

40

50

層４０は、半導体チップ１０の裏面１０Ａの全体には設けられておらず、その一部の領域
に設けられる。第３実施形態のその他の構成は、第１または第２実施形態の対応する構成
と同様でよい。従って、第３実施形態は、第１または第２実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。
【００５２】
　図１５および図１６は、第３実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図
である。図４の工程を経た後、図１５に示すように、半導体ウェハ１０Ｗを樹脂テープＴ
Ｐ１に貼り付けたまま、半導体ウェハ１０Ｗをダイシングして半導体ウェハ１０Ｗを半導
体チップ１０に個片化する。このとき、半導体ウェハ１０Ｗには、接着層４０は貼り付け
られていない。
【００５３】
　図１５では図示しないが、接着層４０は、半導体チップ２０に貼り付けられている。即
ち、接着層４０は、半導体チップ２０がダイシングされる前に半導体ウェハの表面２０Ｂ
に貼り付けられている。この半導体ウェハをダイシングで個片化することによって、接着
層４０を有する半導体チップ２０が形成される。接着層４０は、ダイシングによって、半
導体チップ２０と同じサイズに切断される。
【００５４】
　次に、図１６に示すように、半導体チップ２０を半導体チップ１０の裏面１０Ａ上に配
置する。これにより、半導体チップ２０は、半導体チップ１０の裏面１０Ａ上に接着層４
０によって貼り付けられる。
【００５５】
　その後、図９～図１１に示す工程を経て、図１４に示す半導体装置１のパッケージが完
成する。
【００５６】
　第３実施形態では、接着層４０が半導体チップ１０の裏面１０Ａ全体を被覆していない
。しかし、接着層４０は、半導体チップ１０と半導体チップ２０との間の全体を埋めてい
る。従って、第３実施形態でも、樹脂層５０は、半導体チップ２０の表面２０Ｂに接触し
ない。よって、第３実施形態は、第１実施形態の効果を得ることができる。また、第３実
施形態は、第２実施形態と同様に、樹脂テープを頻繁に変更する必要がないので、第２実
施形態と同様の効果も得ることができる。
【００５７】
（第４実施形態）
　図１７は、第４実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第４実施形態
によれば、樹脂層５０が、半導体チップ１０の裏面１０Ａの直下に全体に設けられている
。即ち、樹脂層５０は、半導体チップ１０の裏面１０Ａと配線基板３０の表面との間に全
体的に充填されている。
【００５８】
　樹脂層５０は、図９に示す工程において、配線基板３０上に供給する樹脂層５０の液体
材料の量を、半導体チップ１０の裏面１０Ａと配線基板３０の表面との間の空間の容積と
略等しくなるようにすればよい。あるいは、樹脂層５０の液体材料は、半導体チップ２０
を半導体チップ１０とともに配線基板３０上にフリップチップ接続した後に、半導体チッ
プ１０の裏面１０Ａと配線基板３０の表面との間の空間を埋めるように供給されてもよい
。
【００５９】
　樹脂層５０は固化すると、半導体チップ１０を支持することができる。よって、第４実
施形態では、後述するスペーサチップが不要になる。第４実施形態のその他の構成は、第
１実施形態と同様でよい。これにより、第４実施形態は、第１実施形態と同様の効果を得
ることができる。
【００６０】
（第５実施形態）
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　図１８は、第５実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第５実施形態
によれば、スペーサチップ８０が、半導体チップ２０の両側に配置されている。スペーサ
チップ８０は、半導体チップ１０の裏面１０Ａの直下に設けられている。即ち、半導体チ
ップ２０の周囲において、スペーサチップ８０は、半導体チップ１０と配線基板３０との
間に設けられている。半導体チップ１０の表面１０Ｂの上方から見たときに、スペーサチ
ップ８０は、半導体チップ２０の周囲を囲むように四角形の枠形状を有してもよい。ある
いは、スペーサチップ８０は、半導体チップ２０の四方に分割して配置されていてもよい
。
【００６１】
　スペーサチップ８０の裏面は、配線基板３０の表面上に接着層４７によって接着されて
いる。また、スペーサチップ８０の表面は、半導体チップ１０の裏面１０Ａにおいて接着
層４０に接着されている。半導体チップ１０と配線基板３０との間においてスペーサチッ
プ８０の周囲には、封止樹脂７０が埋め込まれている。
【００６２】
　スペーサチップ８０は、半導体チップ２０と略等しい厚みを有する。また、スペーサチ
ップ８０は、半導体チップ２０の基板（例えば、シリコン基板）と同じ材料でよい。よっ
て、スペーサチップ８０は、半導体チップ２０の周囲において、半導体チップ１０を支持
することができ、半導体チップ１０の反りを矯正し半導体チップ１０を平坦にすることが
できる。第５実施形態のその他の構成は、第１実施形態と同様でよい。これにより、第５
実施形態は、さらに第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６３】
　図１９および図２０は、第５実施形態による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図
である。図４～図８の工程を経た後、図１９に示すように、スペーサチップ８０を半導体
チップ２０の周囲の接着層４０上に接着する。スペーサチップ８０には、予め接着層４７
が設けられている。次に、図９に示す工程を経た後、半導体チップ１０、２０をマウント
ツールＭＴでピックアップする。次に、図２０に示すように、半導体チップ１０の裏面１
０Ａおよび半導体チップ２０の裏面２０Ａを配線基板３０の表面に対向させて、半導体チ
ップ２０を配線基板３０にフリップチップ接続する。半導体チップ２０のバンプ２５を配
線基板３０に接続する際に、スペーサチップ８０を半導体チップ１０と配線基板３０との
間に設ける。接着層４７は、半導体チップ２０を配線基板３０にフリップチップ接続する
際にスペーサチップ８０を配線基板３０に接着する。
【００６４】
　その後、図１１の工程を経て、図１８に示す半導体装置１が完成する。
【００６５】
　第５実施形態によれば、スペーサチップ８０は、半導体チップ２０の周囲において、半
導体チップ１０を支持することができ、半導体チップ１０の反りを矯正し半導体チップ１
０を平坦にすることができる。
【００６６】
（変形例）
　図２１は、第５実施形態の変形例による半導体装置の製造方法の一例を示す断面図であ
る。本変形例では、スペーサチップ８０を配線基板３０上に予め接着しておく。その後、
図１０および図１１に示す工程を経て、半導体チップ２０を配線基板３０上にフリップチ
ップ接続する。これにより、第５実施形態と同様の構造を有する半導体装置１が得られる
。
【００６７】
（第６実施形態）
　図２２は、第６実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第６実施形態
は、第４および５実施形態の組み合わせである。第６実施形態によれば、第５実施形態と
同様に、半導体チップ２０の周囲において、スペーサチップ８０は、半導体チップ１０と
配線基板３０との間に設けられている。
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【００６８】
　さらに、樹脂層５０が、半導体チップ１０の裏面１０Ａと配線基板３０の表面との間に
全体的に充填されている。これにより、半導体チップ２０およびスペーサチップ８０の周
囲（側面）は、樹脂層５０によって被覆され保護される。
【００６９】
　第６実施形態のその他の構成は、第４または第５実施形態と同様でよい。従って、第６
実施形態は、第４および第５実施形態の効果を得ることができる。
【００７０】
（第７実施形態）
　図２３は、第７実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第７実施形態
は、第３実施形態に第５実施形態のスペーサチップ８０を組み合わせた実施形態である。
従って、接着層４０は、半導体チップ２０の表面２０Ｂのサイズで設けられており、半導
体チップ２０の表面２０Ｂと半導体チップ１０の裏面１０Ａとの間にのみ設けられている
。さらに、半導体チップ２０の周囲において、スペーサチップ８０は、半導体チップ１０
と配線基板３０との間に設けられている。従って、スペーサチップ８０と半導体チップ１
０との間には、接着層４０が設けられておらず、封止樹脂７０が充填されている。
【００７１】
　第７実施形態のその他の構成は、第３または第５実施形態の対応する構成と同様でよい
。従って、第７実施形態は、第３および第５実施形態の効果を得ることができる。
【００７２】
　尚、第７実施形態では、スペーサチップ８０は、接着層４０によって半導体チップ１０
に接着されていない。従って、第７実施形態の製造方法において、第７実施形態のスペー
サチップ８０は、上記第５実施形態の変形例のように、配線基板３０上に接着層４７で予
め接着しておけばよい。これにより、スペーサチップ８０は、配線基板３０の所定位置に
接着層４７によって固定される。
【００７３】
　（第８実施形態）
　図２４は、第８実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第８実施形態
では、第５実施形態のスペーサチップ８０の下に接着層４７が設けられていない。スペー
サチップ８０と配線基板３０との間には、封止樹脂７０が充填されている。一方、スペー
サチップ８０は、接着層４０に接着している。
【００７４】
　第８実施形態のその他の構成は、第５実施形態の対応する構成と同様でよい。従って、
第８実施形態は、第５実施形態の効果を得ることができる。
【００７５】
　尚、第８実施形態では、接着層４７が設けられていないので、第８実施形態の製造方法
では、スペーサチップ８０は、第５実施形態と同様に、接着層４０を介して半導体チップ
１０に接着される。これにより、スペーサチップ８０は、半導体チップ２０のフリップチ
ップ接続の際に、配線基板３０の所定位置に配置される。
【００７６】
（第９実施形態）
　図２５は、第９実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第９実施形態
では、第８実施形態の接着層４０が半導体チップ２０およびスペーサチップ８０において
連続しておらずそれぞれ分離されている。従って、接着層４０は、半導体チップ２０と半
導体チップ１０との間、および、スペーサチップ８０と半導体チップ１０との間のそれぞ
れに対応して設けられている。第９実施形態のその他の構成は、第８実施形態の対応する
構成と同様でよい。従って、第９実施形態は、第８実施形態の効果を得ることができる。
【００７７】
　尚、第９実施形態の製造方法では、スペーサチップ８０に接着層４０を予め設けて、ス
ペーサチップ８０を半導体チップ１０に接着する。これにより、スペーサチップ８０は、
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【００７８】
　（第１０実施形態）
　図２６は、第１０実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第１０実施
形態では、第４および図１０実施形態の組み合わせである。第１０実施形態によれば、半
導体チップ２０およびスペーサチップ８０の周囲において、樹脂層５０が、半導体チップ
１０の裏面１０Ａと配線基板３０の表面との間に全体的に充填されている。これにより、
半導体チップ２０およびスペーサチップ８０の周囲（側面）は、樹脂層５０によって被覆
され保護される。さらに、スペーサチップ８０と配線基板３０との間にも、樹脂層５０が
充填される。
【００７９】
　第１０実施形態のその他の構成は、１０実施形態の対応する構成と同様でよい。従って
、第１０実施形態は、第４および第９実施形態の効果を得ることができる。
【００８０】
　（第１１実施形態）
　図２７は、第１１実施形態による半導体装置の構成例を示す断面図である。第１１実施
形態では、第４および第７実施形態の組み合わせである。第１１実施形態によれば、半導
体チップ２０およびスペーサチップ８０の周囲において、樹脂層５０が、半導体チップ１
０の裏面１０Ａと配線基板３０の表面との間に全体的に充填されている。これにより、半
導体チップ２０およびスペーサチップ８０の周囲（側面）は、樹脂層５０によって被覆さ
れ保護される。さらに、スペーサチップ８０と半導体チップ１０との間にも、樹脂層５０
が充填される。
【００８１】
　第１１実施形態のその他の構成は、第７実施形態の対応する構成と同様でよい。従って
、第１１実施形態は、第４および第７実施形態の効果を得ることができる。
【００８２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００８３】
１　半導体装置、１０、１５、２０　半導体チップ、３０　配線基板、４０、４５　接着
層、５０　樹脂層、６０　ボンディングワイヤ、７０　封止樹脂、８０　スペーサチップ
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